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戦前の公害問題
 ⾜尾鉱⼭鉱毒事件（EICネットより）

 栃⽊県渡良瀬川流域で発⽣した明治時代の鉱毒事件
 明治23年頃から鉱滓が洪⽔で渡良瀬川にたびたび流出して農地を汚染し、農業な
どに⼤きな被害を及ぼすようになる。

 精錬所からの亜硫酸ガスが、周辺の⼭林を枯らし、洪⽔の原因にもなったともい
われている。

 被害を受けた農⺠らは政府や帝国議会に対して鉱毒反対の請願を⾏う⼤衆⾏動
「押出し」を⾏う。

 地元選出の代議⼠であった⽥中正造は、帝国議会でこの問題を取り上げるととも
に鉱毒被害の救済に奔⾛したが、明治34年には議員を辞職して明治天皇に直訴未
遂事件を起こすなどした。⽥中らは被害者とともに、政府の計画によって廃村の
危機にあった⾕中村に住みながら反対運動を続ける。

 政府の弾圧の元で、結局⾕中村は廃村になり、跡地は渡良瀬遊⽔池になった。こ
うしたことから、⾜尾鉱毒事件は公害問題の原点ともいわれる。
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⾜尾銅⼭
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http://blog.goo.ne.jp/saikoroat/e/fc5f70a422feb
20927bbd3f902af9887 より授業目的に借用



⾜尾鉱毒事件の歴史的位置づ
け

 その後に発⽣した公害問題の特⾊を備えているため、
⽇本の公害問題の原点として位置づけられている。
 政府と財閥の結託

 政府による⾔論封殺

 被害住⺠の受忍

 公害問題の解決には⺠主化が不可⽋
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⾼度経済成⻑期の公害対策

 地⽅⾃治体による公害防⽌条例の相次ぐ制定
 公害防⽌条例 東京都1949

 事業所公害防⽌条例 ⼤阪府1950

 事業所公害防⽌条例 神奈川県1951

 公害問題が顕在化して最初に対応が要請されるのは地⽅⾃治体である。
 その後の環境対策の歴史をみても、地⽅が先に対策を導⼊し、国が漸く重
い腰をあげるということが多い。
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⾼度経済成⻑期の公害対策

 ⼤気汚染対策
 ばい煙の排出の規制等に関する法律

 ⽔質汚濁対策
 ⽔質⼆法(①公共⽤⽔域の保全に関する法律，②⼯場排
⽔等の規制に関する法律）

 これらの公害対策の問題点
 対処療法的（公害問題が発⽣した地域を指定地域にして、
後追いで対策を実施）

 調和条項（経済の健全な発展と公害対策との調和を図る
という条項が存在）

 対象汚染物質の種類（法律でカバーされる汚染物質の種
類が限定的 例︓ ⽔質⼆法は重⾦属を規制対象として
いなかった）

 濃度規制（煙突を⾼くし汚染物質を遠くに⾶散させれば、
⽔で希釈すれば構わないという考え⽅がとられていた）
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本州製紙工場事件
（浦安市ホームページより）

 昭和33年4⽉7⽇、旧江⼾川の⽔が本州
製紙江⼾川⼯場からの排⽔で⿊く濁
り、浦安沿岸から葛⻄沖にかけて海⽔
が変⾊、⿂介類の⼤量死滅が⾒られま
した。驚いた漁⺠たちは直ちに会社側
との折衝や関係官庁への取り締まり陳
情を開始。しかし、問題解決のきざし
はなく、被害は広がり続けました。業
を煮やした漁⺠代表800⼈は6⽉10⽇、
国会と都庁に陳情を⾏い、帰路、⼯場
に向かいましたが、⼯場側は⾯会に応
じないばかりか、監督官庁から出され
ている中⽌勧告を無視して操業を続
⾏。
このため漁⺠はついに⼯場内に乱⼊

し、⼯場側の要請した機動隊と衝突。
漁⺠から重軽傷者105⼈、逮捕者8⼈、
その他負傷者36⼈を出す⼤乱闘事件に
発展しました。
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⽔質⼆法と排出源対策

 公共⽤⽔域の保全に関する法律
 対象となる⽔域
 その⽔域へ排⽔される廃⽔の⽔質基準

 ⼯場排⽔等の規制関する法律
 指定⽔域へ排⽔する指定施設に対する規制⽅法

 排出源対策︓ 対象施設（特定事業所）を定め排⽔基準
を設定し、施⾏活動を実施し対象施設に規制を順守させ
る。
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公害問題の顕在化

 体系的な公害対策の不備は、数多くの公害問題を引き起
こした。その典型例が四⼤公害病。
 ⽔俣病

 熊本県⽔俣湾，メチル⽔銀

 新潟⽔俣病
 新潟県阿賀野川流域，メチル⽔銀

 イタイイタイ病
 富⼭県神通川流域，カドミウム

 四⽇市ぜん息
 三重県四⽇市市，⼆酸化硫⻩
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公害問題は終わったのか

中国公害︓重⾦属汚染の涼橋村 村
⺠の死因、８割はがん（毎日新聞
2007年9月17日）

中国の重⾦属汚染（ニュース・ス
テーション）
 http://www.youtube.com/watch?v=7B
QacYSrXFI
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公害裁判を通した不法⾏為責
任の⾒直し
 ⺠事訴訟で加害者の不法⾏為が認められると、

被害者は加害者に対し損害賠償責任を請求で
きるようになる。

 しかし不法⾏為責任が認められるためには、
被害者は次の2つを⽴証する必要がある。

1. 加害者に故意または過失があった
2. 加害⾏為と損害発⽣との間に因果関係があった

 公害訴訟で被害者がこれらを⽴証することは
極めて困難であるため、公害裁判を通して、
公害訴訟に関する不法⾏為責任が⾒直される
こととなった。
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過失論の⾒直し

 裁判以前（過失論）
 損害予防のために相当な設備を施した限りは、たまたま他
⼈に損害をもたらしても事業者に責任を問えない。

 裁判以降
 被害が発⽣しないよう⼗分な注意を払う義務が事業者にあ
る。
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環境⽩書 四⼤公害裁判の教訓

 新潟⽔俣病裁判
「企業の⽣産活動も⼀般住⺠の⽣活環境保全と
の調和においてのみ許されるべきであり、最⾼
の技術設備をもってしてもなお⼈の⽣命⾝体に
危害が及ぶおそれがあるような場合には、企業
の操業短縮はもちろん、操業停⽌まで要請され
ることもあると解する。」として、⼈の⽣命⾝
体の安全確保に対する企業の注意義務違反が指
摘された。
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疫学的⽴証法の採⽤

 ⼈間も⽣物なので個体差が⼤きい。
 従って、同じように汚染物質に暴露していても、健康被
害を発症する⼈と発症しない⼈がいる。

 特定の汚染物質が健康被害の発症の直接の原因となった
ことを証明するのは困難である。

 そこで、環境汚染の状況と疾病の分布状況を統計学的に
分析し、因果関係を認めるという疫学的⽴証法が採⽤さ
れることとなった。
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環境⽩書 四⼤公害裁判の教
訓

 イタイイタイ病裁判
 この訴訟において主たる争点となったのは、三井⾦属鉱業株式会社
神岡鉱業所から排出された廃⽔等に含まれていたカドミウムにより
イタイイタイ病が発⽣したかどうかの因果関係の⽴証である。
 46年6⽉に⾏なわれた判決は、因果関係について疾病を統計学
的⾒地から観察する疫学的⽴証法を導⼊し、その観点からの考
察を中⼼に、臨床と病理的所⾒等を付加した上で、三井⾦属鉱
業神岡鉱業所から排出される廃⽔等とイタイイタイ病との間に
相当因果関係が存することを認定した。

 そして、⼤筋においてそのような説明が科学的に可能な以上、
被告が主張するカドミウムの⼈体に対する作⽤を数量的な厳密
さをもって確定することや経⼝的に摂取されたカドミウムが⼈
間の⾻中に蓄積されるものかどうかの問題はいずれもカドミウ
ムと本病との間の因果関係の存否の判断に必要でないとされ、
法律的な意味で因果関係を明らかにすることと、⾃然科学的な
観点から病理的メカニズムを解明するために因果関係を調査研
究することとの相違が明確にされた。2016/5/1
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公害裁判を通した共同不法⾏
為の⾒直し
 共同不法⾏為

 複数の⼈が共同で他⼈に損害を与えているが、誰が損害を与
えたが明確でない。

 共同不法⾏為の要件
 個々の（加害者の）⾏為が独⽴して不法⾏為の要件を充たす
 ⾏為者（加害者）相互の⾏為が関連共同性をもつ

 四⽇市ぜん息の裁判では、要件が緩和され被告6社の共同不
法⾏為が認められることとなった。
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環境⽩書 四⼤公害裁判の教
訓
 四⽇市ぜんそく裁判

 判決においては、まず、共同不法⾏為責任に関し被告の
⼯場が順次隣接し合って集団的に⽴地し、しかも、だい
たい時を同じくして操業を開始しているので客観的な関
連共同性を有していると認められ、そのような場合には、
結果の発⽣についての予⾒可能性がある限り、共同不法
⾏為責任があるとされた。

 さらに、⼯場の間に機能的、技術的、経済的に緊密な結
合関係があると認められる場合には、たとえ⼀⼯場のば
い煙が少量で、それ⾃体としては結果の発⽣との間に因
果関係が存在しないと認められるような場合においても、
結果に対して共同不法⾏為責任を免れないこととされた。
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賠償責任と直接規制１

 賠償責任
 発⽣させた環境被害に対して損害賠償責務を負わせれる
ことが分かっているなら、事業者は⾃ら環境対策を⾏う
はずである。従って、賠償責任制度が機能する場合に
は、改めて環境規制を設ける必要はない。

 直接規制
 事業者は環境対策⽔準を⾃由に決めることはできず、⼀
定⽔準の環境対策をとることを⾏政が規制により義務づ
ける。

 どちらが良いのだろうか。
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賠償責任と直接規制２

 環境対策を強化するには費⽤がかかるが、
事故発⽣時の環境被害額が⼤きいようなら、
費⽤をつかっても環境対策を強化する価値
がある。

⇒環境被害額が⼤きなものに対しては、最適
な環境対策⽔準は⼤きくなる。
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賠償責任と直接規制３
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損害賠償制
度が望ましい
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損害賠償制
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直接規制
が望まし
い領域



賠償責任と直接規制４

 環境被害が⼤きい場合と⼩さい場合には損
害賠償が望ましく、中程度の場合には直接
規制が望ましい。

 賠償責任と直接規制を併⽤する場合は、⼩
さな環境被害には直接規制で対応し、⼤き
な被害には賠償責任を利⽤することとな
る。

 その場合、環境被害の⼩さな領域では直接
規制は過剰規制となるので、規制⽔準を低
下させ適⽤する必要がある。
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公害対策基本法の制定

 公害裁判を契機に、公害対策を⽬的に
1967年に制定された。

 1993年の環境基本法の制定により廃⽌。
 典型7公害（⼤気汚染，⽔質汚濁，騒⾳，
振動，悪臭，⼟壌汚染，地盤沈下）

 環境基準の導⼊
 公害防⽌計画の作成
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公害国会以降の動き１

 公害国会（1970年）
1. 調和条項の削除
2. 指定地域制度の廃⽌
3. 上乗せ規制の容認
国が法律で定めている規制⽔準に上乗せをした厳しい環境規制を地⽅が設定
すること。

4. 直罰制度の導⼊
改善命令等の⾏政処分を経ることなく違反者として直ちに処罰すること。

2016/5/1
4環境経済学２ 松本茂 24



公害国会以降の動き１

 公害国会以降
1. 環境庁の設置（1971年）
2. 無過失責任制度の導⼊（1972年）
事業者が⼤気汚染および⽔質汚濁等により健
康被害を引き起こした場合には、過失の有無
を問わず賠償責任を認める制度

3. 公害健康被害補償法の制定（１９７３年）
4. 総量規制の導⼊（1974年）
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公害健康被害補償法

 健康被害に係る損害を補うため、医療費、補償費
などの⽀給を⾏うとともに、公害保健福祉事業を
⾏うことにより、公害健康被害者を保護すること
を⽬的とした法律

 補償に係る費⽤は、⼤気汚染の原因者が負担する。
 費⽤の8割分については、ばい煙発⽣施設等を設置
する事業者（納付義務者）から汚染負荷量賦課⾦
として徴収し、残り2割分については、⾃動⾞の負
担分として⾃動⾞重量税収の⼀部を引き当ててい
る。
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総量規制（EICネットより）

 ⼤気汚染や⽔質汚濁の防⽌を図るため、⼯場・事業場が集合
し、汚染物質の発⽣施設ごとの排出規制では環境基準の確保
が困難である場合に、地域全体の排出総量を削減するために
⽤いられる規制⼿法。

 地域を指定し、総量削減計画に基づいて、個々の発⽣施設ご
との排出基準よりも厳しい基準が設けられる。

 現在硫⻩酸化物に関しては24地域、窒素酸化物に関しては東
京都特別区等、横浜市等、⼤阪市等の3地域が指定されてい
る。また、⾃動⾞から排出される窒素酸化物と粒⼦状物質に
関しては、⾸都圏、愛知･三重圏、⼤阪・兵庫圏が指定され
ている。化学的酸素要求量（COD）に関しては、東京湾、伊
勢湾、瀬⼾内海の3⽔系で実施されている。
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国際的な動き

 ローマクラブ（1972年）
 成⻑の限界の発刊

 国連⼈間環境会議（ストックホルム
1972年）
 ⼈間環境宣⾔の採択
 世界環境⾏動計画の採択
 国連環境計画の設置

 持続可能性
 世界保全戦略（国際⾃然保護連合 1980年）
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